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い
つ
も
こ
の
時
期
に

な
る
と
、
お
父
さ
ん

が
会
社
か
ら
源
泉
徴
収
票
を
も

ら
っ
て
く
る
け
ど
、
見
方
が
良

く
わ
か
ら
な
い
わ
。

じ
ゃ
あ
今
回
も
ら
っ
た

源
泉
徴
収
票
（
次
ペ
ー

ジ
参
照
）
を
見
な
が
ら
説
明
し

よ
う
か
。そ

も
そ
も
源
泉
徴
収

票
っ
て
な
ん
な
の
？

源
泉
徴
収
票
と
は
簡
単

に
言
う
と
、
一
年
間
の

給
与
年
収
と
税
額
を
説
明
し
た

も
の
だ
よ
。
１
年
間
の
収
入
が

ひ
と
つ
の
会
社
の
給
料
だ
け
の

僕
ら
は
、
生
活
の
状
況
を
申
告

す
れ
ば
会
社
で
一
年
間
の
税
額

の
調
整
を
し
て
く
れ
る
ん
だ
。

こ
れ
を
年
末
調
整
と
言
う
ん
だ

け
ど
、
こ
れ
に
よ
っ
て
確
定
申

告
を
し
な
く
て
も
済
む
ん
だ
。

①
の
支
払
い
金
額
っ
て

と
こ
ろ
が
年
収
ね
。
②

の
給
与
所
得
控
除
後
の
金
額
っ

て
何
？

そ
れ
は
給
与
所
得
だ

よ
。
た
と
え
ば
自
営

業
だ
と
売
り
上
げ
、
つ
ま
り
収

入
を
得
る
た
め
に
は
、
仕
入
れ

と
か
運
搬
と
か
の
必
要
経
費
が

掛
か
る
よ
ね
。
そ
の
必
要
経
費

を
収
入
か
ら
引
い
た
金
額
を
所

得
っ
て
言
う
ん
だ
。
給
与
の
場

合
、
こ
の
必
要
経
費
の
代
わ
り

に
決
め
ら
れ
た
算
式
で
計
算
さ

れ
た
給
与
所
得
控
除
額
が
差
し

引
か
れ
る
ん
だ
。

③
の
所
得
控
除
の
額

の
合
計
額
っ
て
？

そ
の
ま
え
に
所
得
税

の
出
し
方
を
簡
単
に

説
明
し
て
お
く
よ
。
今
説
明
し

た
よ
う
に
収
入
に
対
し
て
必
要

経
費
を
引
い
た
も
の
が
所
得
だ

よ
ね
。
所
得
税
だ
か
ら
こ
の

所
得
に
税
金
が
掛
か
る
ん
だ
け

ど
、
生
活
状
況
に
応
じ
て
所
得

か
ら
い
く
ら
か
差
し
引
く
こ
と

が
で
き
る
ん
だ
。
こ
れ
を
所
得

控
除
と
言
う
ん
だ
け
ど
、
所
得

か
ら
所
得
控
除
を
ひ
い
た
金
額

に
税
率
が
掛
け
ら
れ
て
税
額
が

決
ま
る
ん
だ
。（
図
１
参
照
）

パ
パ
に
は
ど
ん
な
所
得

控
除
が
あ
る
の
か
し
ら
？

僕
の
場
合
は
ま
ず
、
給

料
か
ら
天
引
き
さ
れ
て

る
社
会
保
険
料
が
全
額
、
生
命

保
険
と
個
人
年
金
を
１
年
間
に

10
万
円
以
上
掛
け
て
る
の
で
、

そ
れ
ぞ
れ
５
万
円
ず
つ
、
そ
れ

と
地
震
保
険
料
だ
ね
。
あ
と
扶

養
控
除
が
あ
る
ん
だ
け
ど
、
年

齢
や
扶
養
さ
れ
て
る
人
の
状
態

に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
控
除
の
金

額
が
違
う
ん
だ
（
表
１
）。
う

ち
の
場
合
は
１
～
16
歳
ま
で
の

子
ど
も
が
３
人
だ
か
ら
38
万
円

×
３
人
で
１
１
４
万
円
。
配
偶

者
控
除
は
お

母
さ
ん
の
所

得
が
０
円
な

の
で
38
万
円

だ
ね
。
も
う

ひ
と
つ
、
誰

で
も
差
し
引

く
こ
と
が
で

き
る
基
礎
控

除
が
あ
っ

て
、
こ
れ
が

38
万
円
。
こ

れ
ら
の
控
除

額
を
合
計
す

る
と
③
の

284
万
931
円
に

な
る
ん
だ

よ
。

④
の
源
泉
徴
収
税
額

と
い
う
の
が
、
１
年

間
に
納
め
た
税
額
っ
て
わ
け

ね
。
で
も
こ
れ
っ
て
ど
う
や
っ

て
計
算
す
る
の
？

（表１）扶養控除の額

年齢 一般 同居特別障害者
満 16 才未満 38 万円 73 万円
満 16 才以上

～満 23 才未満 63 万円 98 万円

満 23 才以上
～満 70 才未満 38 万円 73 万円

満 70 才以上 同居老親等 58 万円 93 万円
その他 48 万円 83 万円

源泉徴収票

※
給
与
所
得
の
求
め
方
は
、
町
税
務

課
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

収
入
金
額

給与所得控除
  （必要経費）
給与所得控除
  （必要経費）
所
得
金
額

所得控除所得控除

課税される
所得金額

課税される
所得金額

税率
×

税額

◀
◀◀◀

■所得税算出の流れ（図１）

みさとちゃんパパの控除額の一覧

　■社会保険料控除 81 万 7459 円
　■生命保険料控除 10 万円
　■地震保険料控除 2万 3472 円
　■配偶者控除 38 万円
　■扶養控除
　　（38 万円×３人）114 万円
　■基礎控除 38 万円

　所得控除の額の合計額
　　284 万 931 円

　源泉徴収票をご存知でしょうか？１年の最後の給与や賞与と一緒にもらうハガキ
大の紙。または年末調整の戻り金と一緒にもらうことが多いようです。小さい字が
並んでいて、見るのを敬遠している方も多いのではないでしょうか？しかしこれは、
１年間の収入と、納めた所得税額が記載された大事な情報源です。一度、ご自分で
も計算してみませんか？みさとちゃんのママは、この票の見方をお父さんに教わっ
ているようですよ。

をながめてみよう
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所
得
税
額
は
次
の
計

算
（
表
２
）
に
よ
っ

て
求
め
ら
れ
る
よ
。

12
月
の
給
料
は
年
末

調
整
で
税
金
が
返
っ

て
き
た
か
ら
い
つ
も
よ
り
多
い

ぞ
ー
！
っ
て
パ
パ
が
よ
く
喜
ん

で
い
る
け
ど
、
ど
れ
だ
け
戻
っ

て
き
た
か
は
こ
の
表
じ
ゃ
わ
か

ら
な
い
の
？

給
料
の
場
合
は
源
泉

徴
収
と
い
っ
て
、
月

ご
と
に
給
料
の
額
と
社
会
保
険

料
、
扶
養
の
人
数
な
ど
で
一
定

の
金
額
を
所
得
税
と
し
て
徴
収

さ
れ
る
ん
だ
。
だ
け
ど
１
年
間

を
と
お
し
て
生
命
保
険
等
の
控

除
を
含
め
て
計
算
す
る
と
源
泉

徴
収
さ
れ
た
金
額
と
誤
差
が
生

じ
る
。
そ
こ
で
年
末
調
整
を
し

て
、
そ
の
誤
差
を
12
月
の
給
料

で
調
整
す
る
ん
だ
よ
。
調
整
さ

れ
た
金
額
は
源
泉
徴
収
票
で
は

出
て
こ
な
い
け
ど
、
12
月
の
明

細
に
書
い
て
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
な
。

あ
れ
？
で
も
パ
パ
、

年
末
調
整
し
て
る
の

に
、
数
年
前
、
確
定
申
告
し
な

か
っ
た
か
し
ら
？

僕
の
よ
う
に
給
与
所

得
で
年
末
調
整
を
し

て
い
て
も
、
そ
れ
以
外
に
所

得
が
あ
る
人
や
、
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
の
適
用
を
始
め
た
い
時
な

ど
は
確
定
申
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
ん
だ
。
僕
の
場
合
、
あ

の
年
は
医
療
費
控
除
を
受
け
る

た
め
に
確
定
申
告
を
し
た
ん
だ

よ
。

（表２）税額の計算方法

課税される金額（所得－所得控除）Ａ 税額の計算方法
０円 0 円

1,000 円～ 1,949,000 円 Ａ× 0.05
1,950,000 円～ 3,299,000 円 Ａ× 0.1 － 97,500 円
3,300,000 円～ 6,949,000 円 Ａ× 0.2 － 427,500 円
6,950,000 円～ 8,999,000 円 Ａ× 0.23 － 636,000 円

9,000,000 円～ 17,999,000 円 Ａ× 0.33 － 1,536,000 円
18,000,000 円～ Ａ× 0.4 － 2,796,000 円

■みさとちゃんパパの源泉徴収票

■みさとちゃんパパの税額計算
給与所得控除後の金額（給与所得）

415 万 7,600 円
ー

所得控除の額の合計額 284 万 931 円
＝

課税される金額 131 万 6669 円

131 万 6000 円（千円未満は切り捨て）
× 0.05

＝ 6 万 5,800 円（税額）

※
次
ペ
ー
ジ
で
は
今
年
の
確

定
申
告
で
の
注
意
点
、
日
程

な
ど
の
お
知
ら
せ
を
い
た
し

ま
す
。
早
め
の
準
備
で
正
確

な
申
告
を
し
ま
し
ょ
う
。

① ② ③ ④

　

鰍
沢
税
務
署
で
は
11
月
の

「
税
を
考
え
る
週
間
」
の
一
環

と
し
て
税
に
関
す
る
作
品
を

募
集
し
ま
し
た
。

　

審
査
の
結
果
、
本
町
か
ら

も
多
く
の
方
が
入
選
さ
れ
ま

し
た
。
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。（
敬
称
略
）

■
親
子
で
考
え
る

　
　
　

税
に
関
す
る
標
語

▽
金
賞  

嶋
田
京
介
（
六
郷
小
）

▽
銀
賞  

小
野
瑞
季
（
市
川

小
）、井
上
海
地（
市
川
南
小
）、

中
込
基
紀
（
六
郷
小
）

▽
銅
賞　

佐
藤
史
佳
（
市
川

小
）、
渡
辺
竜
樹
（
市
川
小
）、

淡
路
早
季
（
市
川
東
小
）、
塩

島
萌
優
美
（
上
野
小
）、
竹
下

碧
威
（
大
塚
小
）、
芦
澤
拓
馬

（
六
郷
小
）、
切
金
瑛
心
（
六

郷
小
）、深
澤
奈
緒
（
六
郷
小
）

■
税
に
つ
い
て
の
作
文

▽
金
賞　

大
柴
葵
（
六
郷
中
）

▽
銅
賞　

一
瀬
廉（
市
川
中
）、

淡
路
智
広
（
市
川
中
）、
小
林

あ
や
の
（
市
川
中
）、
近
藤
楓

（
市
川
中
）、
小
林
和
寛
（
市

川
中
）、
大
森
早
貴
（
市
川
南

中
）、
大
久
保
一
輝
（
市
川
南

中
）、
小
池
満
里
奈
（
市
川
南

中
）、
今
津
純
（
市
川
南
中
）、

深
沢
杏
里
（
六
郷
中
）、
内
藤

円
香
（
六
郷
中
）

↙
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今
回
の
申
告
に
伴
う
主
な
注
意
点

▼
お
手
元
に
「
町
民
税
・
県
民
税
・
国
民

健
康
保
険
税
申
告
書
」（
青
字
で
印
刷

さ
れ
て
い
ま
す
）
が
配
布
さ
れ
た
方
。

▼
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る

方
は
収
入
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
申
告

書
を
必
ず
提
出
し
て
下
さ
い
。

申
告
書
の
配
布
に
つ
い
て

▼
町
県
民
税
の
申
告
が
必
要
と
思
わ
れ

る
方
に
は
、
２
月
上
旬
頃
申
告
書
が
戸

別
に
郵
送
さ
れ
ま
す
。

▼
申
告
書
が
送
付
さ
れ
な
い
方
で
、
申

告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方
は
、
町

税
務
課
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。

▼
税
務
署
か
ら
「
確
定
申
告
書
」
が
郵

送
さ
れ
た
方
。

▼
土
地
・
建
物
の
譲
渡
や
交
換
を
さ
れ

た
方
。

【
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど
が
あ

る
場
合
】

▽�

１
年
間
の
所
得
金
額
の
合
計
額
が
、

所
得
控
除
の
合
計
を
超
え
る
方
。

【
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
場
合
】

▽�

給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所
得

合
計
が
、
20
万
円
を
超
え
る
方
。

▽�
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
も
ら
っ
て

い
る
方
。

▽�

年
末
調
整
で
、
保
険
料
や
扶
養
な
ど

の
控
除
を
忘
れ
た
方
。

※
こ
の
ほ
か
に
、次
の
よ
う
な
場
合
は
、

確
定
申
告
を
す
る
と
、
所
得
税
が
還
付

さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▽�

マ
イ
ホ
ー
ム
を
、
ロ
ー
ン
な
ど
で
取

得
し
た
と
き
。

▽
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
と
き
。

▽
災
害
や
盗
難
に
あ
っ
た
と
き
。

▽�

年
の
途
中
で
退
職
し
、
再
就
職
し
て

い
な
い
と
き
。

町
県
民
税
に
お
け
る
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
の
適
用
対
象
者
が
拡
大

さ
れ
ま
し
た

　

平
成
21
年
か
ら
平
成
25
年
ま
で
に
入
居

し
、
平
成
21
年
分
以
降
の
所
得
税
で
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
る
方
も
、
町
県
民
税

の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
町
県
民
税
で
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

も
、
個
人
が
町
に
住
宅
借
入
金
等
特
別
税

額
控
除
申
告
書
を
提
出
せ
ず
に
受
け
ら
れ

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

■
町
県
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

【
対
象
と
な
る
方
】 

　

所
得
税
で
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
を

受
け
て
い
て
、
か
つ
所
得
税
に
お
い
て
住

宅
ロ
ー
ン
控
除
可
能
額
が
控
除
し
き
れ
な

か
っ
た
方
で
次
の
要
件
に
該
当
す
る
方�

▽
平
成
11
～
18
年
ま
で
の
入
居
者

▽
平
成
21
～
25
年
ま
で
の
入
居
者�

※
平
成
19
～
20
年
の
入
居
者
は
、
所
得
税

の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
が
適
用
さ
れ
ま
す
が
、

個
人
住
民
税
で
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。�

【
控
除
さ
れ
る
額
】 

　

次
の
い
ず
れ
か
小
さ
い
額
が
町
県
民
税

か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
。�

▽
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
可
能
額
の

う
ち
、
所
得
税
に
お
い
て
控
除
し
き
れ
な

か
っ
た
額�

▽
所
得
税
の
課
税
総
所
得
金
額
等
の

額
に
５
％
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
上
限

９
万
７
５
０
０
円
）

【
適
用
方
法
】 

　

こ
れ
ま
で
必
要
だ
っ
た
町
へ
の
住
宅

借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
の
提

出
は
不
要
に
な
り
、
勤
務
先
か
ら
町
へ
提

出
さ
れ
る
報
告
書
や
所
得
税
確
定
申
告

の
内
容
か
ら
、
町
で
町
県
民
税
の
住
宅
ロ

ー
ン
控
除
額
を
決
定
し
ま
す
。�

旧
制
度
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

の
適
用
に
つ
い
て 

　

平
成
11
年
か
ら
平
成
18
年
ま
で
に
入

居
さ
れ
た
方
が
、
申
告
を
行
っ
た
場
合
、

旧
制
度
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。�

　

次
の
条
件
に
当
て
は
ま
る
方
は
、「
住

宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
」
を

提
出
す
る
と
所
得
税
の
控
除
額
が
多
く

な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。�

▽
課
税
山
林
所
得
金
額
が
あ
る
方�

▽
変
動
所
得
・
臨
時
所
得
を
有
し
、
平
均

課
税
の
適
用
を
受
け
る
方�

▽
課
税
総
所
得
金
額
の
ほ
か
に
課
税
退

職
所
得
金
額
な
ど
が
あ
る
方�

町
県
民
税
の
申
告が

必
要
な
方

所
得
税
の
確
定
申
告

が
必
要
な
方

所得税、町県民税の申告期間が始ま
ります。
税務署や町の申告会場は期間中、大
変混雑します。忘れず、お早めに申
告を済ませましょう。

【受付期間】

2/16㊋～3/15㊊
【受付期間】

2/16㊋～3/15㊊
【受付期間】

2/16㊋～3/15㊊

正しく早めに済まして
　　　　シマウマしょう
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申
告
相
談
に
は
、
毎
年
た
く
さ
ん
の

方
が
訪
れ
、
大
変
混
雑
し
ま
す
。
そ
の

た
め
、
待
ち
時
間
を
少
な
く
し
皆
さ
ん

が
効
率
的
に
相
談
を
受
け
ら
れ
る
た
め

に
、
次
の
点
を
準
備
・
把
握
し
て
お
い

て
下
さ
い
。

■�

生
命
保
険
や
損
害
保
険
の
掛
け
金
が

あ
る
方
は
、「
掛
け
金
の
払
い
込
み

証
書
」を
用
意
し
て
お
い
て
下
さ
い
。

■�

商
売
や
事
業
を
営
ん
で
い
る
方
は
、

収
入
・
支
出
の
内
訳
を
、
項
目
別
に

積
算
し
て
整
理
し
て
お
い
て
下
さ

い
。

■�

農
家
の
方
は
、
農
機
具
・
軽
ト
ラ
ッ

ク
な
ど
の
取
得
年
月
日
と
保
険
代
、

及
び
農
協
な
ど
に
出
荷
し
た
代
金
を

把�

握
し
て
お
い
て
下
さ
い
。

■�

年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、「
公

的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」
を
用
意

し
て
下
さ
い
。

■�

国
民
年
金
の
掛
け
金
が
あ
る
方
は
、

「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」
ま
た
は
領
収
書
を
用

意
し
て
下
さ
い
。

▽
申
告
書（
確
定
申
告
者
は
昨
年
の
控
え
）

▽
収
入
支
出
の
分
か
る
帳
簿
類

▽
給
与
や
年
金
の
源
泉
徴
収
票

▽
印
鑑
（
認
印
可
）

▽�

学
生
の
場
合
は
学
生
証
も
し
く
は
在

学
証
明
書
、
ま
た
は
そ
の
コ
ピ
ー

■
所
得
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

を
受
け
る
方
は

▽
売
買
（
請
負
）
契
約
書

▽
住
宅
の
登
記
簿
謄
本

▽�
住
宅
取
得
資
金
に
か
か
る
借
入
金
の

年
末
残
高
証
明
書

▽
住
民
票

▽
本
人
の
預
金
通
帳
の
口
座
番
号
が
分

か
る
も
の

■
所
得
税
の
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方

は
、
さ
ら
に

▽�

支
出
し
た
医
療
費
を
証
明
す
る
領
収

書
▽�

医
療
費
を
補
て
ん
す
る
保
険
金
な
ど

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
明
細
書
（
分

娩
費
、
高
額
療
養
費
、
健
康
保
険
や

組
合
な
ど
か
ら
の
給
付
金
な
ど
）

▽�

本
人
の
預
金
通
帳
の
口
座
番
号
が
分

か
る
も
の

申
告
相
談
会
を
ご
利
用

下
さ
い

相
談
を
受
け
る
準
備

相
談
に
持
参
す
る
も
の

※
あ
ら
か
じ
め
領
収
書
を
個
人
ご
と
、

病
院
・
薬
局
ご
と
に
ま
と
め
計
算
し
て

お
い
て
下
さ
い
。

申告相談会日程
【期間】２月 16 日㈫～３月 15 日㈪

　　　［ただし、２月 25 日 ㈭ と土日を除く］
【時間】午前 9 時 30 分～正午、午後１時～４時
【場所】町役場本庁舎１階大会議室

※相談会場は本庁舎のみ１カ所です。

※申告書の提出のみの場合は税務課窓口、各支

所の住民サービス窓口で期間中、随時受け付け
（相談はご面倒でも本庁舎にてお願いします）

年金受給者の申告相談会
【日時】２月３日㈬　午前 10 時～正午

　　　　　　　　　　午後１時～４時
【会場】町役場本庁舎１階大会議室
【問い合わせ】鰍沢税務署☎ 0556-22-3191

小規模納税者のための無料相談会
【日時】２月 18 日㈭・19 日㈮

午前 10 時～正午・午後１時～４時
【会場】市川大門町民会館２階講堂
【問い合わせ】東京地方税理士会甲府支部

☎ 055-233-1318

その他の無料相談会
■年金および医療費還付申告のための
　　　　　　　　　　　広域無料相談会

【日時】２月８日㈪、10 日㈬ 午前 10 時～４時
【場所】甲府市総合市民会館

■税理士記念日無料相談会
【日時】２月 23 日㈫午前 10 時～午後３時
【場所】税理士会館（甲府市）
【問い合わせ】東京地方税理士会甲府支部

　　　　　　　　　　　　☎ 055-233-1318

◎所得税の確定申告書はホームページをご
利用下さい。国税庁　http://www.nta.go.jp

◎税に関する質問にコンピューターがお答
えします。タックスアンサー▶ http://www.
taxanswer.nta.go.jp

【問い合わせ】
　［所得税］鰍沢税務署☎ 0556-22-3191
　［住民税］町税務課住民税係☎ 055-272-1104

相談してくだタイ
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【本館】☎ 055-272-8888 　午前９時～午後５時（毎週木曜日は午後７時まで）
【三珠分館】☎ 055-272-1204　午前９時～午後５時 
【六郷分館】☎ 0556-32-2002 　［平日］正午～午後７時［土・日］午前９時～午後５時
■休館日：全館とも毎週月曜日・祝日・年末年始　※本館のみ月の最後の平日

　八ヶ岳のふもと小淵沢に暮らす著
者の杉山さん。夏休みの間だけ書斎
を開放して「ものがたりライブ」を
しているそうです。そこで生まれた、
特に人気のある物語が２つ載ってい
ます。小淵沢の動物たちがくりひろ
げる、不思議でおかしな物語。子ど
もと一緒におなかをかかえて笑いま
した。（30 代女性・市川大門地区）

『バナ天パーティー』
（杉山亮・講談社） 

■本　　館　ー　[ 乳幼児対象 ]
　　　　　　　　２/25 ㈭ 午前 11 時～ 11 時 30 分
■三珠分館　ー　[ 幼児から小学生対象 ]
　　　　　　　　毎週㈫  午後 4 時 30 分～ 5 時
　　　　　　　　[ 乳幼児対象 ]
　　　　　　　　２/23 ㈫午前11 時 15 分～ 11時 45 分
■六郷分館　ー　[ 幼児から小学生対象 ]
　　　　　　　　２/16 ㈫ 午後３時 30 分～４時

今月のおはなし会 気軽におこし下さい！

新 書図刊

『齊藤孝の親子で読む百人一首』
（齊藤孝・ポプラ社） 

　幕末の激動の中を駆け抜け、武士から転進して三菱を創
始した岩崎弥太郎。子どもの頃から頭脳明晰で１４歳にして
詩才を振るう。後に龍馬が結成した「海援隊」の会計として
活躍。本書は幼少から大志をいだいていた弥太郎の、三菱
創業までの不屈の人生を描いた一冊。 

『「三菱」の創業者岩崎弥太郎
不屈の生き方』 

（武田鏡村・PHP 研究所） 

　「僕は小学生のとき、百人一首が大好きだった。家に百人
一首かるたがあって家族でよくやっていた」と語るのは、こ
の本をまとめた齊藤孝さん。百人一首には、日本人のここ
ろのやさしさ、恋のうたなど、味わい深い歌が多い。この
本で一つ歌を覚えると、百人一首が楽しくなります。 

■児童向け

■一般向け

『いこいの家作品』展　市川三郷町精神デイケア
【期間】２/ ３㈬～３/26 ㈮

　町では精神障害者の社会復帰訓練
のため、週２回精神障害者デイケア
を開催しています。訓練の一環とし
て、参加者の皆さんが陶芸、和紙工
芸品などをつくりました。仲間と励
ましあいながら頑張って作った作品
の数々、ぜひご覧下さい。

展示コーナー（本館）

わ たし の
一冊

○蔵書点検のため休館いたします（本館） 
　本館では下記の期間、蔵書点検のため休館いたし
ます。大変ご迷惑をおかけいたしますが、よろしく
お願いいたします。 
なお、休館中の本やビデオ・ＤＶＤなどの返却は、
図書館入り口の返却ポストをご利用下さい。
 ■本館・休館期間　２月15 日 ㈪ ～ 22 日 ㈪

■百人一首をたのしもう
【日時】２月６日㈯　午後１時 30 分～ 
【場所】市川大門町民会館１階和室 
【講師】松野重郎先生（日本かるた協会山梨支部）

　未経験者、親子、どなたでもお気軽にご参加下
さい。（※要申込み。２/5 ㈮までに町立図書館本
館☎ 055-272-8888 電話でお申し込み下さい。） 

■バレンタイン・ジャズコンサートin 六郷 
【日時】２月 12 日㈮　午後 7 時 30 分～ 
【場所】六郷文京交流センター（六郷分館）
【出演】T･H･Y+1 
【曲目】♪ My Funny Valentine  ♪ sweet memories

　　      ♪おいしい水　　他 
【問い合わせ】町立図書館六郷分館☎ 0556-32-2002 

▲冬のおはなし会では、読み聞かせやパネルシアターのあと、
かるたとりをして盛り上がりました（１/16 市川大門町民会館）
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　１月10 日、平成 22 年市川三郷町消防団出初式が市川大門町
民グラウンドにて挙行されました。第１分団から第 12 分団までの
団員 409 人による分団ごとの分列行進で幕を開け、機械器具点検
やポンプ操法が行われました。整列したその勇姿からは「地域を
守る消防団」としての志気がみなぎっていました。
　また式典では長い間消防団活動に従事された方々に対する各
種表彰が行われ、日頃の功績を讃えました。（順不同・敬称略）

■山梨県消防協会長表彰
《甲種功労章》

丹澤　忠行、望月　勇雄
《乙種功労章》

市瀬　笛実、水上　政成、有 泉 　 修、鈴木　秀一
丹沢　隆介、塩島　昭洋、小 山 　 博、佐野　一仁
遠 藤 　 学、加　藤　充、望月　英利、坂本　昌和
望月　真司、前 島 　 司

■山梨県峡南地域県民センター所長表彰
有泉　正臣、村松　司郎、小林　輝光、井上　靖彦

■峡南広域行政組合消防本部消防長章
保坂　健次、渡邊　将人

■山梨県消防協会峡南支部長章
河 口 　 功、望月　香滋、石 原 　 一、塩島　榮喜
嶋田　昭一、河西　邦明、斉藤　和司、相田　吉亮
今村　和広、齊藤　茂樹、芦沢　文久、上 田 　 薫
石 原 　 昇、上田　浩司

■山梨県防犯協会鰍沢支部防犯功労章
望月　勇雄、市瀬　笛実、水上　政成、河 口 　 功
望月　高太、望月　香滋

■市川三郷町長章
《30 年勤続功労章》

丸山　秀和

《25 年勤続功労章》
渡 辺 　 孝、一ノ瀬　一、芦沢　正和、深沢　政樹
前嶋　一哉、前 嶋 　 亨

《20 年勤続功労章》
望月　勇雄、有泉　正臣、小林　直人、石 原 　 旭
桐原　直喜、望月　幸治、水 上 　 晃、池川　栄三
伊 藤 　 誠、長田　英紀、依田　孝一、望 月 　 智
遠 藤 　 人、小林　直樹

《15 年勤続功労章》
渡邊　将人、河 口 　 功、河西　邦明、丹沢　隆介
加藤　武師、小 林 　 博、芦澤　洋至、土橋　真峰
塩 島 　 敬、水上賀津真、立川　茂春、佐野　俊人
佐野　孝之、池川　耕一、渡辺　英男

■市川三郷町消防団長章
《10 年勤続功労章》

望月　政雄、森 田 　 敦、丹沢昭太郎、薬袋　広和
佐野　勝也、望月　直人、望月　宏直、小林　栄一
渡 辺 　 稔、北村　幹夫、小川　和男、窪田　幸一
塩島　浩志、水上　浩一、渡辺　貴彦、平川イタロウ
一瀬　大輔、坂本　卓也、遠藤　直樹

■退職消防団員報償
《消防庁長官表彰・銀杯１号》

今村　政雄、立 川 　 進、保坂　利彦
《消防庁長官表彰・銀杯２号》

千木良　浩、遠藤　晃司、依田　勇樹、諏訪　貞仁
上田　正雄、伊藤雄一郎、上田　圭一、赤 池 　 涼

《山梨県知事表彰・金杯》
加藤　衛至、池田　拓也、佐々木和範、村松　弘一
渡邊　浩之

■退職消防団長感謝状
《山梨県消防協会感謝状》

有野　良雄

▪各章ごとに代表者が賞状を授与しました

▲保坂建次さん（峡南広域
行政組合消防本部消防長章）

▲河口功さん（山梨県消
防協会峡南支部長章）

▲望月勇雄さん（山梨県
防犯協会鰍沢支部防犯功労章）

▲丸山秀和さん（市川三
郷町長章 30 年勤続功労章）

▲望月政雄さん（市川三
郷消防団長章10年勤続功労章）

▲有野良雄さん（退職消防
団長感謝状［山梨県消防協会感謝状］

▲丹澤忠行さん（山梨県
消防協会長甲種功労章）

▲有泉正臣さん（山梨県峡
南地域県民センター所長表彰）

平成 22 年
　出 初 式


